
 

 

 

 

このようなとき、 

行政書士 波賀野剛如 事務所 

がサポートいたします。 

行政書士波賀野剛如事務所では、 

下記手続を承っております。 
■開発行為許可申請（都市計画法関係）  

■開発行為許可申請･開発事業届（市町村条例関係）  

■景観条例に基づく各種手続  

■宅地造成規制法関係許可申請  

■林地開発行為許可申請  

■伐採届  

■保安林における立木伐採許可申請  

■官民境界･民民境界の確認手続及び協定手続  

■道路･水路の占用許可･自営工事承認申請  

■道路使用許可申請  

■制限地域内行為許可申請  

■工場設置許可申請  

■墓地経営許可申請  

■広告物設置許可申請 

お気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発行為の許可を受けたい。 

公有地の払い下げや占用･工事許可を受けたい。 

制限のある区域で建築行為などを行いたい。 

行政書士 波賀野剛如 事務所 
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